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土砂災害防止法の改正
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土砂災害の種類

山や谷（渓流）の土、石、木
などが大雨等による流水と一体
となって、一気（時速20～40
㎞程度）に押し流される現象。

急傾斜地（がけ地）において、
大雨等の影響によって、地盤
内の力学的バランスが崩れ、急
激に斜面が崩れ落ちる現象。

大雨や融雪等で生じた多量の
地下水の影響により、地盤内
の弱層に沿って土塊がゆっくり
下方へ移動する現象。

土砂災害・・・以下、３つの自然現象

土石流 がけ崩れ 地すべり
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全国の土砂災害発生件数、被害状況
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令和２年７月豪雨

令和2年7月豪雨による土砂災害発生状況 国土交通省砂防部

土砂災害発生状況（8月31日 18時時点）
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山形県の土砂災害発生状況

山形県の土砂災害発生状況

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30 R1 R2

がけ崩れ 8 10 7 4 4 3 3 2 11 23 9 8 14 9 16 22 12 9 8 2 4 12 33 5 30 12 1 4 8 14 3 19

地すべり 2 6 3 4 4 7 3 3 2 10 15 7 5 8 6 15 10 10 4 2 3 5 16 6 15 4 3 0 2 7 2 8

土石流 6 6 3 0 3 0 21 2 4 10 6 2 0 2 3 6 6 3 3 1 3 1 10 0 11 13 1 0 0 2 1 10
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※ R2は8/20時点

全国と比較すると地すべり
の占める割合が高い
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山形県の土砂災害

南陽市中堀

白鷹町田辺

平成25年7月豪雨（置賜地域）

H25.7.17～19日
 県内全域で豪雨が発生
 土砂災害49箇所
（土石流11箇所、地すべり7箇所、がけ崩れ31箇所）
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山形県の土砂災害

新庄市新庄温泉 舟形町舟形

H30.8.5～6日、30～31日
 最上地域を中心に豪雨
 土砂災害22箇所
（土石流3箇所、地すべり3箇所、がけ崩れ10箇所）

戸沢村角川

平成30年8月豪雨（最上地域）
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人命を奪う土砂災害
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原因・被災場所別の犠牲者（2004-2013）
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土砂災害と避難行動の特徴

土砂災害
がけ崩れ

土石流

地すべり

長野県岡谷市湊3丁目(土石流)

○局所的に被害が発生

○降雨や融雪、地震等を起因として発生し、突発的に被害が発生

○土砂と石礫が高速で流れて来るため、破壊力が大きく、家屋の破壊や
人的被害が発生しやすい

○斜面があればどこでも起こる可能性がある

○地形そのものが変化

災害の特徴

○目視による確認が比較的困難であるため、危険性を認識しにくい

○降雨や地震、地形・地質等の複数の要因が影響するため、精度の高い発
生予測が困難

避難行動に
関する特徴
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避難行動とは

避難勧告等に関するガイドライン①（避難行動・情報伝達編）（平成31年3月）

災害のどのような事象が命を脅かす危険性を持つことになるのかを認
識し、避難行動をとるにあたっては、次に掲げる事項をできる限り事前に
明確にしておく必要がある。

避難行動 ＝ 命を守る行動
「避難行動」は、数分から数時間後に起こるかもしれない
自然災害から「命を守るための行動」である。

①災害種別毎に、居住地等にどのような脅威が
あるのか、あらかじめ認識しておくこと

②それぞれの脅威に対して、どのような避難行
動をとれば良いかを認識しておくこと

③ どのタイミングで避難行動をとることが望ましい
かを認識しておくこと いつ？

どう？

どこ？

避難行動（安全確保行動）

命を守るためにとる、次の全ての行動
①指定緊急避難場所への立退き避難
② 「近隣の安全な場所」（近隣のより安全
な場所・建物等）への立退き避難

③ 「屋内安全確保」（その時点に居る建物
内において、より安全な部屋等への移動）
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土砂災害のおそれのある場所

土砂災害警戒区域（通称「イエローゾーン」）
住民等の生命または身体に危害が生じるおそれがある区域
（県内5,155箇所指定 うち寒河江市132箇所指定）

土砂災害特別警戒区域（通称「レッドゾーン」）
建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある区域
（県内3,510箇所指定 うち寒河江市92箇所指定）

どこ？

県は、土砂災害のおそれがある区域を『土砂災害警戒区域』
『土砂災害特別警戒区域』として指定しています。

土石流 地すべりがけ崩れ
（急傾斜地の崩壊）

土砂災害警戒区域等
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避難方法（場所、経路など）
▼寒河江市ホームページ

寒河江市は平成29年3月に『防
災マップ』を作成しています。
さらに、令和元年9月には洪水に
関する情報を加えた『洪水ハ
ザードマップ（防災マップ追加
版）』も作成されています。

寒河江市防災マップ
どう？
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土砂災害の避難に関する情報

▼ 気象庁HP抜粋

は 土砂災害警戒情報

土砂災害
警戒情報

大雨警報
（土砂災害）

大雨注意報

土砂災害警戒情報、土砂災害に関するメッシュ情報
いつ？
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防災気象情報、避難勧告等
避難勧告等に関するガイドライン
（平成31年3月29日）
～ 避難情報のポイント ～

▼ 避難情報のポイント解説

警戒レベル ≠ 警戒レベル相当情報
いつ？

警戒レベルとは、
災害発生のおそ
れの高まりに応
じて居住者等が
とるべき行動と
当該行動を居住
者等に促す情報
とを関連付ける
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山形県土砂災害警戒システム

スマホ版には現在地検索機能があります

日頃から使い方を
きちんと知ってない
と緊急時にはうまく
使えないよ。

システムの目的、概要
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どこ？いつ？を一元的に

土砂災害警戒区域と土砂
災害危険度情報を重ねて
同時に確認できます。

土砂災害危険度情報を時
間経過（降雨状況）に合わ
せて確認できます。

①土砂災害警戒区域、②土砂災害危険度情報を
同時に表示させた場合（レイヤ透過率80％）

システム機能のイメージ

 心構え・理解の向上
 防災意識を構築

 状況情報を配信
 避難行動の促進

緊急時だけでなく

平時 から

正しく備える
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土砂法改正の概要

洪水及び土砂災害のリスクが高い区域（浸水想定区域、土砂災害警戒区域）内に立地し、市
町村防災会議等が作成する市町村地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設（社
会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設）

当該施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の
措置に関する計画（避難確保計画）を策定するとともに、当該計画に定める訓練を実施

概要

対象施設
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避難確保計画
記載すべき事項 避難確保計画作成の手引き 解説編

（自衛水防組織を設置しない場合のイメージ）

項 目 内 容 様式

１ 計画の目的 土砂災害の発生時の円滑かつ迅速な避難の確保を図る。

様式1２ 計画の報告 見直し・修正時は遅滞なく、市町村長へ報告する。

３ 計画の適用範囲 施設に勤務・利用する者に適用する。
（計画の見直し、事前休業の判断も併せて記載）

４ 防災体制 ３段階の防災体制（①注意体制、②警戒体制、③非常
体制）で活動内容、判断基準、役割分担を設定

様式2

５ 情報収集・伝達 （１）収集する情報（防災気象情報など）と入手手段
（テレビ、インターネットなど）

（２）情報伝達（連絡体制など）
様式3

６ 避難誘導 （１）避難場所、移動方法など
（２）避難経路（施設周辺の避難地図のとおり）

様式4

７ 避難の確保を図るため
の施設の整備

情報収集・伝達及び避難誘導の際に使用する資機材等
（テレビ、携帯電話、名簿、懐中電灯、水、食料、タオル、
おむつ・・・）

様式5
８ 防災教育及び訓練の

実施

（１）防災教育（職員、利用者に対する教育など）
（２）訓練（防災体制の確認、施設内外での訓練など）

― 施設周辺の避難地図 施設の位置、避難場所、避難経路を記載した地図 19



計画の作成支援（国交省HP）

要配慮者利用施設の浸水対策 （国土交通省HPコンテンツ）

計画作成の手引き、点検マニュアル、事例集
▼ 記載例（社会福祉施設）
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計画の作成支援（県HP）

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂災害に関する避難確保計画 

 

[ 施 設 名 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成：令和  年  月 

（改訂：令和  年  月） 

 

 

 

 

 

 

・その他の箇所も施設の特性に合せて、適宜修正を行なって下さい。 

避難確保計画中の図表はすべて別紙とし、巻末等へ集約しても構いません。 

・その他の箇所も施設の特性に合せて、適宜修正を行なって下さい。 

避難確保計画中の図表はすべて別紙とし、巻末等へ集約しても構いません。 

※この作成例は、土砂災害に関する避難確保計画の

標準的な記載内容を示したものなので、施設の実情

や特性に応じて適宜修正してください。 

計画の作成例

 

 

非常災害対策計画 

（土砂災害に関する避難確保計画） 

 

作成：令和  年  月 

（改訂：令和  年  月） 

 

施設名  

所在地  

電話番号・FAX番号  

メールアドレス  

 

 

 

 

作成例 

※土砂災害防止法上の避難確保計画は、既存の非常災害対策計画に土砂災害に関し

て記載が必要な事項（土砂災害防止法施行規則第５条の２に定める事項）を追記す

ることで認定することも可能となっています。 

 この作成例には、土砂災害に関して記載が必要な事項を具体的に示したので、当

該事項を既存の非常災害対策計画に追記することで避難確保計画を作成することが

できます（新たに追記すべき事項を黄色で、修正する必要がない事項を修正なしと

表記しています）。 

 なお、この作成例は土砂災害に関して追記すべき事項の標準的な内容を示したも

のなので、施設の実情や特性に応じて適宜修正してください。 

 また、既存の非常災害対策計画に土砂災害に関する事項を追記して避難確保計画

を作成した場合であっても、土砂災害防止法に基づく市町村への報告が必要となり

ます。 

計
画
の
作
成
例
（
施
設
用
）

▲

計
画
の
作
成
例

（
非
常
災
害
対
策
計
画
を
修
正
す
る
場
合
）

▲

あなたの身近な防災情報 こちら防災やまがた！ （県HPコンテンツ）
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訓練の実施状況

22情報伝達 ふりかえり

情報収集 訓練中の配慮



情報だけでは動けない（平成30年７月豪雨）

避難勧告等

土砂災害
警戒情報

認知度が低い

理解、認識が不足

ハザード
マップ

行政

地域

災害リスク
防災情報

災害対応（避難など）に

結びつかない！
人的被害が

無くならない‼

土砂災害
警戒区域

情報 が

伝わらない
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警戒避難体制の充実に向けて

東南村山 村山総合支庁河川砂防課
（023-621-8230）

西村山 村山総合支庁西村山河川砂防課
（0237-86-8413）

北村山 村山総合支庁北村山河川砂防課
（0237-47-8684）

最上 最上総合支庁河川砂防課
（0233-29-1409）

東南置賜 置賜総合支庁河川砂防課
（0238-26-6086）

西置賜 置賜総合支庁西置賜河川砂防課
（0238-88-8234）

庄内 庄内総合支庁河川砂防課
（0235-66-2130）

福祉部局や市町村等と連
携し、避難方法（情報収
集、避難のタイミング、避難
場所や避難経路等）や避
難確保計画作成等ついてア
ドバイスを行っています。

施設と防災担当機関が
防災体制等を確認

土砂災害防止の意識向上
のため、施設職員や施設利
用者を対象に、パネル・ＤＶ
Ｄ・ハザードマップ等を使用し
た学習会を実施しています。

学習会

土砂災害を想定した実践的な避難訓練を実施してもらうた
め、福祉部局や市町村等と連携し、訓練シナリオ作成に対
するアドバイスなど、避難訓練の実施を支援しています。

特別養護老人ホームでの訓練状況 訓練後の反省会

県は、平成22年度から土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設に対して、警戒避
難体制の整備を支援しています。 これまでに50施設で支援を実施しました。

① 警戒避難体制づくりをサポート

② 避難訓練の実施支援

③施設職員や利用者の防災啓発

「訓練をしたい」 「避難確保計画作成のアドバイ
スを受けたい」など希望の方は、最寄の総合支庁
河川砂防課に問い合わせください。 24


